
排水設備等工事計画確認申請書
電子申請マニュアル



はじめに

排水設備等工事計画確認申請書の電子申請マニュアルです。

初めて電子申請を利用される場合は、当マニュアルを一読し、記
載方法や注意事項についてご確認ください。

ご不明点や質問等がありましたら、下水道施設維持課排水設備担
当までお問い合わせください。
また、よくある質問→（ＵＲＬ）も掲載しておりますので、ご覧
ください。
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排水設備等工事計画確認申請書

必ず申請ページに誤りがないか確認
してください。
ページの一番上には、注意事項等が
書いてありますので、必ず確認して
から申請を進めてください。

申請に該当するものを全てチェック
してください。ここでチェック漏れ
をしてしまうと、提出漏れになる場
合があり、再申請等が必要となりま
すのでご注意ください。
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必要書類を添付する前に、記載事項がすべて正しく入力されているか確認をしてください。これらに
チェックがされていても、添付書類に記載がなかった場合や誤っていた場合、再申請が必要になる場
合があります。

②西部処理区か東部処理区か分からない場合、連絡を頂ければ確認しお伝えします。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

①提出時間によっては、翌日受付となる場合があります。

③記名押印の場合、押印漏れがないように、再度確認してください。

④該当する地番をすべて記載してください。申請書内に記載できない場合、別紙に記載し添付してください。

⑤申請者と別の場合、記載誤りがないか確認してください。

⑥先行管の場合は、申請書には記載不要ですが、電子申請フォームにはチェックを入れてください。

⑦同敷地内の別建物であっても、所有者が同じであれば「増改築」と記載してください。

⑧先行管の場合は、その他カッコ内へその旨を記載してください。

⑨簡易水道の場合、どの簡易水道なのかを、カッコ内へ記載してください。

⑩グリーストラップ、オイルトラップを使用予定の場合、必ず該当箇所をチェックしてください。

⑪開始予定日は、申請提出日の１週間後の日付以降で記載してください。

⑫公共ます設置申請の提出日、または下水道建設課に提出した公共下水道施設寄付事前協議書の提出日を記
載してください。また、どちらでもない公共工事に関係する場合は、下水道施設維持課排水設備担当までご
連絡ください。

⑬融資有の場合は、融資決定後に申請してください。融資決定前の申請の受付はできません。

⑭指定工事店の情報を漏れなく記載してください。

⑮申請する工事を担当する責任技術者の情報を記載してください。

書類はＰＤＦへ変換して提出してください。
ＰＤＦ以外のデータは添付することが出来ません。
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書類はＰＤＦへ変換して提出してください。
ＰＤＦ以外のデータは添付することが出来ません。

書類はＰＤＦへ変換して提出してください。
ＰＤＦ以外のデータは添付することが出来ません。

①敷地境界が正しく示されているか、面積、方角の記載漏れや誤りがないか確
認してください。
②設備の位置が正しく記載されているか（変更等になった場合は工事完了届時
に記載すること）
③
④赤の実線で記載すること
⑤緑の実線
⑥黒の実線
⑦切り替えの場合、必ず記載してください。
⑧現場を確認し、正しく記載すること
⑨先行管以外の場合、全て記載すること

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

①申請書と申請場所と合致しているか確認してください。
②見取図で示された申請場所と平面図の敷地の形が異なっていないのか
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「使用している」場合は、Q9の確認事項へのチェック
「使用していない」場合は、Ｑ10の確認事項へチェックして
ください。

富士市縦断図を使用することで、確認事項へのチェックを削減できます。
入力方法は次のページで案内していますのでご確認ください。
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①口径に合わせてシート選択

②色のついた部分に必要事項と数値を入力

③全て入力を終えたら、『縦断図作成』ボタンを押す

①

③

富士市縦断図入力方法
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④『縦断図作成』ボタンを押すと新たに
シートが作成される
⑤そのシートを必ずPDF形式にする

※経路が複数ある場合、その都度入力し、
シートを作成してください。

富士市縦断図入力方法
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富士市の様式を使用している場合はＱ9のチェックが
必須です。
（使用していない場合は、Ｑ9が表示されません。）

既設管の記載があることを確認してください。

書類はＰＤＦへ変換して提出してください。
ＰＤＦ以外のデータは添付することが出来ません。
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富士市の様式を使用していない場合はＱ10のチェッ
クが必須です。
（使用している場合は、Ｑ10が表示されません。）

書類はＰＤＦへ変換して提出してください。
ＰＤＦ以外のデータは添付することが出来ません。

①勾配が記載されているか確認してください。
②正しく記載してください。
③20㎝以上あるか（指針を確認すること）
④逆勾配になっていないか
⑤地盤高
⑥口径100の場合、12ｍ以内に設計されているか
（指針を確認すること）

⑦起点からの距離
⑧新設管と既設管が正しく記載されているか

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
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書類はＰＤＦへ変換して提出してください。
ＰＤＦ以外のデータは添付することが出来ません。

全ての項目を確認し、チェックしてください。
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Ｑ１で先行管、露出管にチェックを入れる

Ｑ１でグリーストラップにチェックを入れた場合

ＰＤＦで添付してください。

ＰＤＦで添付してください。

業種が誤っていた場合は、再提出となる場合があります。
不安な場合は、下水道施設維持課排水設備担当まで事前に
ご相談ください。

カタログのコピー、または設計書の写しを添付し
てください。容量計算書に記載されている型番と
一致しているか確認してください。
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先行管・露出管・グリーストラップに該当する場合



Ｑ１でオイルトラップにチェックを入れた場合

Ｑ１で排水設備工事事前着工願書をチェックした場合

市が決裁済みの事前着工願の写しを添付
してください。

ＰＤＦで添付してください。

ＰＤＦで添付してください。

ＰＤＦで添付してください。
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オイルトラップに該当する場合・事前着工願を提出した場合



市で確認次第、公印押印済みの副本を入力さ
れたメールアドレスに送付します。必ず誤り
のないように記入してください。

全ての入力等を終えたら、「確認画
面へ進む」を押してください。

入力作業等を中断するとき、「入力内容を一
時保存する」を押すと、一時保存が出来ます。

排水設備等工事計画確認申請書 13

次の画面で、必ず「送信」ボタンを押してください。


